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平成23年7月25日

都道府県医師会

　　担当理事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目綴鮎続△1

　　　　東日本大震災により被災した被保険者等に係る特定健康診査等の

　　　　　　受診機会の確保のためのガイドライン等の発出について

　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　東日本大震災により被災した被保険者等に係る特定健康診査等の受診機会の確

保につきましては、別添のとおり、厚生労働省より平成23年4月13日付で事務連絡

が発出されております。

　本会といたしましては、本事務連絡で、個別の保険者間で調整を行うことや、決

済方法が不明確であること等、不合理な内容であり、厚生労働省の所管部署に対し

異議を申し入れるとともに、現場の混乱を招く恐れのあることから、都道府県医師

会への発出は控えておりました。

　今般、国会審議において、個別の保険者間で調整を行うことは困難な場合もあり、

避難者の特定健診等を実施するための調整についてのガイドライン等を提示すべ

きとの指摘に対し、厚生労働省としてこれらを示す旨を厚生労働大臣が発言された

ことを受け、あらためて厚生労働省から各都道府県等に対し通知が出され、調整方

法等の例がガイドラインとして示されました。

　また、今回の被災県の代表保険者と避難先都道府県のとりまとめ機関との契約の

締結にあたっては、地域の実情に応じて自由に契約していただきたいとされており

ます。

　つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管下郡

市区医師会等へも周知いただきたく、よろしくご高配のほどお願い申し上げます。



事　　務　　連　　絡

平成23年4月13日

都道府県民生主管部（局）

　国民健康保険主管課（部）

　後期高齢者医療主管課（部）

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局

全国健康保険協会

健康保険組合

御中

厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室

厚生労働省保険局保険課
厚生労働省保険局国民健康保険課
厚生労働省保険局高齢者医療課

東日本大震災により被災した被保険者等に係る

　特定健康診査等の受診機会の確保について

　今般の東日本大震災（以下r地震」という。）により被災した方々の健康対策につ

いては、巡回健康相談や健康診断等が行われているところですが、医療保険制度にお

いても被災された方々の健康対策についてできる限りの対応を行う必要があります。

　つきましては、今般の地震に際し、災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用

された市町村の区域（東京都の区域を除く。）に地震発生時において住所を有する各

医療保険制度の被保険者及び被扶養者〔以下r被災者」という。）については、特定

健康診査及び特定保健指導並びに75歳以上の方が受診する健康診査（以下「健診等」

という。）の取り扱いを下記のとおりとするので、保険者においても特段のお取り計

らいをお願いするとともに、貴管内市町村及び保険者への周知等よろしくお願いいた

します。

記

1　健診等の自己負担については、r東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に

よる被災者に係る一部負担金等の取扱いについて（その4）」（平成23年3月23日

付け厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「医療課事務連絡」という。）の1（2）

の①から⑥までに掲げられた対象者の要件（医療課事務連絡の改正により新たに追

加した対象者の要件も含むものとする。）に該当する被災者からの徴収を免除する

など配慮していただきたいこと。

　なお、阪神・淡路大震災の際には、老人保健法に基づく健康診査の自己負担免除

分について財政措置を講じたところであり、今回もこれに準じた財政支援を予定し

ていること。



2　避難等により本来の保険者による健診等を受けることができない被災者の特定

健康診査及び特定保健指導については、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57

年法律第80号）第26条に基づき、他の保険者が行うことが可能であり、また、75

歳以上の方が受診する健康診査については、例えば本来の保険者である後期高齢者

医療広域連合から、被災者が避難している地域の保険者に委託して実施することが

可能であること。

　　この場合、被災者への健診等については、被災者が加入する保険者と他の保険者

　との問で、健診等の実施機関からの費用の請求方法、保険者間の費用の決済方法、

健診結果の送付方法等を調整した上で、実施することが考えられること。

　　また、この場合の健診等に要した費用は、健診等を行った保険者が本来の保険者

に請求することとし、1の財政支援は本来の保険者に対して行われることに留意願

　いたいこと。



事　　務　　連　　絡

平成23年7月20日

社団法人　日本医師会　御中

厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室

東日本大震災により被災した被保険者等に係る特定健康診査等の

　　受診機会の確保のためのガイドライン等の発出について

　特定健康診査等の実施については、日頃から御協力をいただき、厚く御礼申し上げ

ます。

　東日本大震災により被災した被保険者等に係る特定健康診査等の受診機会の確保

に関しては、平成23年4月13目に発出した事務連絡「東日本大震災により被災した

被保険者等に係る特定健康診査等の受診機会の確保について」（以下「4月13日事務

連絡」という。）において、被保険者の自己負担の徴収の免除及び避難先の保険者が

実施可能な旨について通知したところです。

　4月13日事務連絡においては、被災者が加入する保険者と避難先の保険者との間

で、健診等の実施機関からの費用の請求方法、保険者間の費用の決済方法、健診結果

の送付方法等を調整した上で、避難先の保険者が実施することが考えられるとしたと

ころです。

　しかしながら、個別の保険者間で調整を行うことは困難な場合もあることから、国

会審議において、避難者の特定健康診査等を実施するための調整についてのガイドラ

イン等を提示すべきとの御指摘があり、ガイドライン等を示す旨を厚生労働大臣が答

弁したところです。

　今般、避難者の特定健康診査等の調整についてのガイドライン等を、別添のとおり、

都道府県民政主管部局、都道府県後期高齢者医療広域連合事務局、全国健康保険協会

及び健康保険組合へ発出したので、御了知願います。



事　　務　　連　　絡

平成23年7月20日

都道府県民生主管部（局）

　国民健康保険主管課（部）

　後期高齢者医療主管課（部）

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局

全国健康保険協会

健康保険組合

御中

厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室

厚生労働省保険局保険課
厚生労働省保険局国民健康保険課
厚生労働省保険局高齢者医療課

東日本大震災により被災した被保険者等に係る特定健康診査等の

　　　受診機会の確保のためのガイドライン等について

　東日本大震災により被災した被保険者等に係る特定健康診査等の受診機会の確保

に関しては、平成23年4月13目に発出した事務連絡「東日本大震災により被災した

被保険者等に係る特定健康診査等の受診機会の確保について」（以下r4月13目事務

連絡」という。〉において、被保険者の自己負担の徴収の免除及び避難先の保険者が

実施可能な旨について通知したところです。

　4月13日事務連絡においては、被災者が加入する保険者と避難先の保険者との間

で、健診等の実施機関からの費用の請求方法、保険者間の費用の決済方法、健診結果

の送付方法等を調整した上で、避難先の保険者が実施することが考えられるとしたと

ころです。

　上記の保険者間で個別に調整を行う方法以外に、被災県において代表保険者を決定

した上で、代表保険者が避難先県で既に締結されている集合契約Bのとりまとめ機関

と契約を締結するという方法が考えられます。

　今般、この方法で行う場合のガイドラインを別紙1のとおり作成しましたので、貴

管下の保険者等及び健診機関へ周知いただくとともに、御活用いただくようお願いい

たします。

　また、4月13日事務連絡に関する照会のうち、その主な内容について、Q＆Aを

別紙2のとおり作成しましたので、貴管下の保険者等への周知等よろしくお願いいた

します。

　ガイドライン及びQ＆Aに基づき具体的に調整を行うにあたって疑問等がありま

したら、適宜厚生労働省保険局にお問い合わせください。



別紙1

避難者への特定健康診査等実施（代表契約）のためのガイドライン

1．本ガイドラインの趣旨について

　　4月13日事務連絡においては、被災者が加入する保険者及び後期高齢者医療広

　域連合（以下r保険者等」という。）と避難先の保険者等との問で、個別に調整を

　行う方法を示したところです。しかしながら、被災者が加入する保険者等は震災に

　よる被害を受けていることもあり、個別に他の保険者等と調整を行うことは困難な

場合があります。

　　個別の保険者等の調整の負担を軽減するため、被災県において、県の調整に基づ

　き代表保険者を決定し、代表保険者が避難先県で既に締結されている集合契約Bの

　とりまとめ機関と契約を締結するという方法（以下r代表契約」という。）が考え

　られます。（参考1）

　　本ガイドラインは、特定健康診査及び75歳以上の方が受診する健康診査（以下

　r特定健康診査等」という）について、代表契約を行う場合の被災県の代表保険者

　の決定、避難先県健診機関・とりまとめ機関との調整・契約等の例について示すこ

　とにより、保険者等及び健診機関・とりまとめ機関の事務が円滑に実施されること

　を目的としています。

　　保険者、都道府県、とりまとめ機関の間で具体的に調整を行うにあたって疑問等

がありましたら、適宜厚生労働省保険局にお問い合わせください。

2．被災県における代表保険者の決定について

　　被災県の国民健康保険所管課（部）及び後期高齢者医療主管課（部）は、県内の

　市町村国保及び75歳以上の方が受診する健康診査を実施する後期高齢者医療広域

　連合（以下「広域連合」という。）（※）に対して、代表契約への参加の希望につい

　て照会を行う。広域連合は、広域連合から委託・補助を受けて健康診査を実施する

　市町村（以下「後期高齢者健診実施市町村」という。）と調整のうえ、代表契約へ

　の参加の有無、広域連合が参加する場合にはその旨を、後期高齢者健診実施市町村

　が参加する場合には参加する市町村名を、被災県の後期高齢者医療主管課（部）に

　伝える。

　　国民健康保険主管課（部）及び後期高齢者医療主管課（部）は、それぞれが市町

　村国保及び広域連合から確認した意向について共有し、契約に参加する保険者及び

　契約の代表者となる保険者（以下r代表保険者」という。）を決定する。

（※）被用者保険の保険者については、集合契約を活用すること等により、避難

先での健診等の実施が可能な体制が整備されていることから、代表契約を活

用する保険者等としては、市町村国保及び後期高齢者医療広域連合又は後期

高齢者健診実施市町村が想定される。ただし、被用者保険の保険者が希望す

　る場合には、代表契約を活用しても差し支えない。



　なお、震災の被害により、受診券の発券業務等が困難な市町村国保も想定される

ことから、県国民健康保険団体連合会へ発券業務等を委託することが考えられる。

3．避難先県健診機関等との調整・契約について

　被災県の国民健康保険所管課（部）は、避難先県で集合契約Bを締結していると

　りまとめ機関との契約の締結〔※1）を県下保険者が希望する旨を、避難先都道府

県の国民健康保険主管課（部）へ連絡する。

　　上記連絡を受けた避難先都道府県は、既存の集合契約の代表保険者又は保険者協

　議会事務局からとりまとめ機関を確認し、被災県の保険者が契約を希望している旨

　をとりまとめ機関に連絡し、被災県の代表保険者ととりまとめ機関との調整を行う。

　　避難先都道府県の調整に基づき、代表保険者ととりまとめ機関は契約を締結する。

　　なお、集合契約の契約書の例につレ♪ては、従来から示しているところであるが、

　今回の契約の締結にあたっては、地域の実情に応じて自由に契約していただきたい。

　（※2）

（※1）集合契約Bにおいては、健診費用の支払い及び健診結果の送付について、

　国民健康保険団体連合会の特定健診等データ管理システムを利用することと

　なるため、現時点でこのシステムを利用していない市町村国保が代表契約に

参加するためには、特定健診等データ管理システムを利用するための業務委

　託契約を国民健康保険団体連合会と調整のうえ、結んでおく必要がある。

（※2）代表契約に広域連合又は後期高齢者健診実施市町村が参加する場合の集

　合契約書の例は、参考2のとおりである。この場合、健診費用の支払い及び

健診結果の送付について、国民健康保険団体連合会の特定健診等データ管理

　システムを利用することとなるため、現時点でこのシステムを利用していな

　い広域連合又は後期高齢者健診実施市町村が代表契約に参加するためには、

　特定健診等データ管理システムを利用するための業務委託契約を国民健康保

　険団体連合会と調整のうえ、結んでおく必要がある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　また、特定健診等データ管理システムを利用するための業務委託契約を結

ぶことが困難等の理由により代表契約に参加できない場合は、各広域連合間

での委託契約による方法で健診を実施することが考えられる（別紙2問7参

照）。この場合の委託方法・内容については、委託先を広域連合とするのか市

町村とするのか、健診費用の請求・支払いや健診結果の送付・受取を広域連

合が行うのか市町村が行うのかなど、避難先県の広域連合と被災県の広域連

合が、被災県の広域連合の希望に十分配慮して調整のうえ決定する。

4．契約締結後の避難者への周知について

　　代表契約を締結した後、避難者の加入保険者等は、代表契約を締結したことによ

　り避難先で健診が実施できる旨を避難者へ周知した上で、受診券の送付が必要にな

　る。



　避難者の加入保険者は、全国避難者情報システム等を活用することにより、代表

契約の締結により避難先で健診が可能になった旨の連絡及び受診券の送付を行う

ことができる。

　避難者への受診券の送付は、避難者の加入保険者から避難先市町村に依頼するこ

とも考えられる。



代表契約のスキーム 参考1
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　（医師会等）

　　　　　●

診機
（病院）

診機
（診療所）

避難先県と被災県間で調整の上、

被災県の代表保険者と避難先県
のとりまとめ機関で契約を締結

○○市国保

△△市国保

代表保険者

　広域連合
（又は広域連合から委託・

補助を受けて健康診査
を実施する市町村）

被災県において、県の調整に基づき県内の市町村国保及び広域連合の代表保険者を決定。

被災県の代表保険者が、避難先県のとりまとめ機関と契約を締結することにより、避難先で
健診を受診することが可能。

（自己負担の免除や避難先県の健診単価が高いこと等による被災地の保険者の負担増に
ついては、保険者への財政支援を実施予定。）



　　　　　　　　　　　　後脳身縦し聯を個こ胎　　　國
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i集合契約における標準的な契約書の例（代表保険者と地域医師会との場合）　　　　　　　　　：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じナ

：※このひな型は・関係者間で・主に被用者保険による集合契約B（各市町村における国保の実施機関との契約）に1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド1おいて使用することとされているものであり（なお集合契約A（被用者保険の集団と実施機関の全国団体との契約）1
ナ

：においてもこれを準用）・その他の集合契約（市町村国保と地域医師会との契約を含む）や市町村国保等各保険者i

：が実施機関と個別に契約する場合は、必ずしもこのひな型にとらわれる必要はなく、当事者間で自由に定められた：
ド

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナ1い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Iし　ロ　ロロロロラロラララロロロロロ　ロ　ロペラロロラロししロロしロココド　ロラドドドドド　ド一層ロラリロサロ　ラロロラロ　　　ララペロロララロラロ　ラロロラロロ　ロロペロしラロラペ　ラ　しドドドリララロ　一一しロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約番号：●●●●●●

平成2●年度特定健康診査、特定保健指導及び後期高齢者健康診査委託契約書

　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下r法」という。）に基づき実

施する、特定健康診査（糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以

下同じ。）、特定保健指導（特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として

厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚

生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。）及び●●県後期高齢者医療広域連

合の被保険者に対する健康診査（以下「後期高齢者健康診査」という。）について、●●●健康

保険組合ほか別紙委託元保険者一覧表に示す医療保険者（以下「甲」という。）と社団法人●●

市（●●県）医師会（以下「乙」という。）との間に、次の条項により委託契約を締結する。

（総　則）

第1条　甲は、特定健康診査、特定保健指導及び後期高齢者健康診査（以下「健診等」という。）

を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。

（委託業務）

第2条　甲が乙に委託する業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

（1）特定健康診査及び特定保健指導は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準

（平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。）」に基づき、別紙健診等内容表

のとおりとする。

（2）後期高齢者健康診査は、別紙健診等内容表のうち特定健康診査の区分のとおりとする。

2　業務は、乙の会員の医療機関（以下r実施機関」という。別紙実施機関一覧表のとおり）

で行うものとする。

3　特定健康診査及び後期高齢者健康診査において、乙若しくは実施機関は、終了後速やかに、

法第23条の規定に基づく結果通知表を作成し、受診した者に通知するものとする。なお通知に

当たっては、実施基準第3条に基づき、結果通知表と併せて、受診した者が自らの健康状態を

自覚し生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を提供するものとする。

4　健診等の実施結果については、実施機関が厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電

子データとして作成し、取りまとめ、甲の委託を受けて決済を代行する機関（以下「代行機関」

という。被用者保険の場合は社会保険診療報酬支払基金、市町村国保や国保組合や後期高齢者

医療の場合は各都道府県の国民健康保険団体連合会とする。）への送付を行うものとする。

（対象者）
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第3条　特定健康診査及び後期高齢者健康診査は、実施機関に被保険者証及び甲の発行する特

定健康診査受診券又は後期高齢者健康診査受診券を提示した者（任意継続被保険者及びその被

扶養者、特例退職被保険者及びその被扶養者を含む。）を対象とし、当該実施機関において有効

期限等券面の内容を十分に確認の上、実施するものとする。

2　特定保健指導は、実施機関に被保険者証及び甲の発行する特定保健指導利用券を提示した

者（任意継続被保険者及びその被扶養者、特例退職被保険者及びその被扶養者を含む。）を対象

とし、当該実施機関において特定保健指導開始日及び有効期限等券面の内容を十分に確認の上、

実施するものとする。

（契約期間）

第4条　この契約の有効期間は、平成2●年4月1日から平成2●年3月31日までとする。

2　特定保健指導については、実施機関が、前項の有効期間内に実施した特定健康診査の結果

に基づく指導を行う対象者に限り、当該指導の終了（実績評価を行う完了のみならず、脱落や

資格喪失による途中終了も含む）する日までを有効期間とする。

（委託料）

第5条　委託料は、●●市が乙と定めた委託料の単価を参考とし、別紙内訳書のとおりとする。

（委託料の請求）

第6条　乙若しくは実施機関は、特定健康診査及び後期高齢者健康診査については実施後速や

かに受診者に結果を通知した後に、特定保健指導については行動計画を策定する初回時面接終

了後及び計画の実績評価（計画策定日から6ヶ月以上経過後に行う評価）終了後に、それぞれ

遅滞なくその結果を取りまとめ、前条の委託料のうち特定健康診査受診券、特定保健指導利用

券又は後期高齢者健康診査受診券の券面に示された受診者あるいは利用者の自己負担分を差し

引いた金額（以下「請求額」という。）について、別紙内訳書に定める支払条件に基づき、代行

機関に請求するものとする。

2　実施機関が特定健康診査あるいは特定保健指導の実施委託に関する集合的な契約を締結し

ている他の契約とりまとめ機関（全国労働衛生団体連合会等）にも所属し、かつ甲の一部又は

全部がその（他の契約とりまとめ機関との）集合的な契約にも参加している場合に、他の契約

に参加している当該甲の加入者である受診者あるいは利用者がその契約に参加している実施機

関にて特定健康診査あるいは特定保健指導を受診もしくは利用する時の委託料の請求は次のよ

うに定める。実施内容（特定健康診査の場合は健診項目等、特定保健指導の動機づけ支援の場

合は実施形態、特定保健指導の積極的支援の場合は実施形態のほか継続的支援における介入回

数や介入形態等）が他の契約と本契約との間で一致する場合は、本契約が他の契約と比して単

価が最も低い場合に限って、本契約に定める委託料から所定の自己負担額を差し引いた額を請

求することとする。また、他の契約の実施内容が本契約の内容と一致しない場合は、実施機関

が受診者あるいは利用者に各契約の実施内容等の相違点を説明の上、受診者あるいは利用者が

本契約の実施内容等を選択した場合に限り、本契約に定める委託料から所定の自己負担額を差

し引いた額を請求することとする。

3　第1項における結果の取りまとめ及び代行機関への送付は、厚生労働省の定める電子的標
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準様式に基づく電子データとして作成し、作成した電子データを格納したファイルを、電子情

報処理組織（代行機関の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ）と実施機関の

使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。）により、

実施後その都度送信するか、ファイルを収録した電子媒体（FD、MO、若しくはCD－R）

を実施月の翌月5日までに提出（期限までに必着）する方法を採るものとする。なお、送付の

期限が土曜日、日曜日及び国民の祝日に当たる場合は、その翌日を期限とする。

4　第1項の場合において、電子情報処理組織の使用による請求は、代行機関の使用に係る電

子情報処理組織に備えられたファイルヘの記録がなされたときに、代行機関に到達したものと

みなす。

5　特定保健指導においては、第3項に定める電子データの送付に加え、特定保健指導の支援

計画及び実施報告書（厚生労働省にて様式例を公表）等、指導過程における各種記録類やワー

クシート類等（本項においてr指導過程における各種記録類等」という。）についても、甲の一

部または全部が実施機関に求めた場合は、これを提出するものとする。この場合において、実

施機関は甲のうち請求した者へ電子データ又は紙により直接送付するものとする。

　　（委託料の支払い）

・第7条　甲は、一乙若しくは実施機関から前条の請求があった場合は、その内容を点検し、適当

　と認めたときは、前条に定める請求に関わる電子データを受理した月の翌月21日（電子情報処

　理組織の使用による場合であって、代行機関が受理した日が6日から月末までのものは翌々月

　の21目。）を基本として、甲と代行機関との間で定める日に、乙若しくは実施機関に代行機関

　を通じて請求額を支払うものとする。

　2　甲及び代行機関の点検の結果、結果に関する内容について問題がある場合は、代行機関を

　通じて請求者（乙若しくは実施機関）に返戻を行うものとする。この場合において、既に実施

　機関に支払われた委託料については、当該委託料を支払った保険者又は他の保険者に対し当該

　実施機関が有する委託料に係る債権との代行機関を通じた調整、又は、当該実施機関からの代

　行機関を通じた戻入による調整を行うことができる。

　3　請求者（乙若しくは実施機関）は前項の返戻を受けた場合において、再度第6条第1項の

　方法により請求を行うことができる。

（決済に失敗した場合の取扱い）

第8条　実施機関において、被保険者証と特定健康診査受診券、特定保健指導利用券又は後期

高齢者健康診査受診券の両方を確認せずに実施した場合は、当該実施機関の責任・負担とし、

甲から請求額は支払われないものとする。

2　実施機関において、被保険者証と特定健康診査受診券、特定保健指導利用券又は後期高齢

者健康診査受診券の両方を確認した結果、精巧な偽造等により特に問題ないとしか判断できな

い場合は、甲の責任・負担とし、甲は請求額を代行機関を通じて実施機関に支払うものとする。

3　実施機関において、特定健康診査受診券、特定保健指導利用券又は後期高齢者健康診査受

診券に記載された内容と異なる業務・請求を行った場合は、当該実施機関の責任・負担とし、

甲から請求額は支払われないものとする。

4　特定保健指導の積極的支援における期間（3～6か’月）中に、利用者が被保険者資格を喪失
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した場合は、利用者が属していた保険者が実施機関に資格喪失を連絡することにより利用停止

とする。この時、実施機関は利用停止までの結果に関するデータを代行機関へ送付し、甲は利

用停止までの特定保健指導の実施実績に応じた費用を代行機関を通じて実施機関に支払うこと

とする。

5　特定保健指導の積極的支援を実施中に、利用者が参加しなくなった（脱落が確定した）場

合は、甲は、その時点までの特定保健指導の実施実績に応じた費用を代行機関を通じて実施機

関に支払うこととする。

（再委託の禁止）

第9条　乙及び実施機関は、甲が乙に委託する業務の全部又は一部を第三者に委託してはなら

ない。ただし、乙あるいは実施機関が、検査機器の不備等により、健診・保健指導機関に関す

る「運営についての重要事項に関する規程の概要」において血液検査等の実施を委託すること

を予め明示しており、その明示している内容の範囲において業務の一部を委託する場合には、

この限りではない。

2　前項において実施機関が業務の一部を委託して実施する場合、受診者及び利用者の自己負

担金の徴収及び第6条に規定する委託料の請求は実施機関が一元的に行うこととし、実施機関

から業務の一部を受託した機関は受託した検査（眼底検査においては判断も含む）のみを行う

ものとする。

（譲渡の禁止）

第10条　乙及び実施機関は、甲が乙に委託する業務の全部又は一部を第三者に譲渡してはなら

ない。

（事故及び損害の責任）

第11条　実施機関が、業務の実施中に生じた事故及びその業務により生じた事故及び損害につ

いては、甲及び乙に故意又は重過失のない限り、実施機関がその負担と責任において処理に当

たるものとする。

2　前項の場合において、実施機関に故意又は重過失のない限り、その負担と責任について実

施機関は甲及び乙と協議するものとする。

3　前2項の取り決めについては、乙と実施機関との契約等において両者遵守するものとする。

（個人情報の保護）

第12条　乙および実施機関が当該業務を実施するに当たっては、健診等の記録の漏洩を防止す

ると共に、実施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、別紙個人情報

取扱注意事項や「医療・介護関係事業者における個人情報の取扱いのためのガイドラインの一

部改正等について」（平成18年4月21目医政発第0421005号、薬食発第0421009号、老発第

0421001号）及び各都道府県において定める個人情報の取扱に係る条例等に基づき、必要な個

人情報保護対策を講じ、上記の事項やガイドライン等を遵守するものとする。

2　前項の取り決めについては、乙と実施機関との契約等において両者遵守するものとする。
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（業務等の調査等）

第13条　甲は、健診・保健指導機関に関するr重要事項に関する規程の概要」に関する乙及び

実施機関の公表内容等に関し詳細を確認する等、甲が必要と認めるときは、乙に対し実施機関

における業務の実施状況等を照会し、調査及び報告を求めることができる。

2　甲から前項の照会があった場合、乙は速やかに対応するものとする。

（契約の解除）

第14条　甲または乙は、甲または乙がこの契約に違反した場合は、この契約を解除できるもの

とする。

2　前項に関わらず、甲は、前条の照会結果等から、健診・保健指導機関に関するr重要事項

に関する規程の概要」に関する乙及び実施機関の公表内容等が事実と異なり、それにより甲に

大きな影響がある場合は、この契約を解除できるものとする。

（協　議）

第15条　この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って協議

の上決定するものとする。

　甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1

通を保有するものとする。

平成2●年4月1目

委託者（甲）

　　　●●●健康保険組合ほか○保険者

　　　契約代表者

　　　●●●健康保険組合

　　　　　（保険者番号XXXXXXXX）

　　　●●県●●市●●●1－1－1

　　　理事長　●●　●●

受託者（乙）

　　　社団法人●●市（●●県）医師会

　　　●●県●●市●●●1－1－1

　　　会長　●●　●●
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別紙

健診等内容表

区分 内容
既往歴の調査（服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む）※1

自覚症状及び他覚症状の検査
身長

身体計測
体重

腹囲
BMI

血圧
収縮期血圧
拡張期血圧

基本的な健診

@の項目
中性脂肪

血中脂質検査 HDLτコレステロール
LDL一コレステロール

特
定
健
康
診
査
賄

GOT
肝機能検査 GPT

γ一GTP
　　　血糖検査※2
iいずれかの項目の実施で可）

空腹時血糖
ヘモグロビンA　l　c

尿検査※3
糖

蛋白

赤血球数
貧血検査 血色素量

詳細な健診の
�目（医師の判

fによる追加項
ﾚ）※4

ヘマトクリット値

心電図検査
眼底検査

動機付け支援
（標準的な健診・保健指導プログラム第3編第3章（4）を参考に、実施形態等を定

ﾟ、この欄に具体的に記述）※単に「プログラムのとおり」等の記述は不可。

初回時面接の形態

特
定
保
健
指
導

実施ポイント数

’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～

C（標準的な健診・保健指導プログラム第3編第，

積極的支援　　『

3ヶ月以上

ﾌ継続的な

@支援
主な実施形態

’　－　－　昌　－　一　一　－　一　一　一　一　一　一　一　一　一　‘一　i　，　，　－　－－　－　一　昌　一　昌　甲　－署　一　－　昌　一　－　、

f3章（4）を参考に、実施形態等を定め、この欄’
P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
Fに具体的に記述）※単に「プログラムのとおり』：’等の記述は不可。　　　　　　　　　　　酢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’、－　－　－　－　一　骨　－　一　－　－　－　－一　昌　昌一　一　一　一　一　一－　一　一一　－　－　－　－　一　‘一　・　－　r　署　－　’

終了時評価の形態 ～

保険者独自の追加
註f項目

（集合契約にて合意できる共通の追加項目が設定できる場合は、この欄に具体的

ﾉ記載）

※1制度上質問票は必須ではないが、服薬歴や喫煙歴及び既往歴は把握する必要がある。実施機関が服

　薬歴等の把握において質問票を使用する場合には、当該機関にて質問票を準備する。

※2血糖検査において、健診実施前に食事を摂取している等により空腹時血糖が測定できない場合はヘ

　モグロビンAlcを測定すること。

※3　生理中の女性や、腎疾患等の基礎疾患があるために排尿障害を有している者に対する尿検査につい

　ては、検査不能として実施を行わない場合も認めるものの、その他の項目については全て実施するこ

　と。実施されなかった場合は完全に実施するまで何度も実施するか、未実施扱いとする（この場合甲か

　ら乙に委託費用は支払われない）。

※4　詳細な健診の項目（医師の判断による追加項目）を実施する場合は、受診者に十分な説明を行うと

　共に、医療保険者に送付する結果データにおいてその理由を詳述することとする。

※5　特定健康診査の結果を受診者に通知する際には、結果内容に合わせた、実施基準第3条に基づく必

　要な情報を提供するものとする。また、当該結果通知を対面により実施する場合、受診した者と特定

健康診査の実施後速やかに面談できない場合は郵送により実施するものとする。
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別紙

内 訳
量
目

1人当たり委託料単価

区分 （消費税含む） 支払条件※1

個別健診 集団健診

特 基本的な健診の項目 0，000円 0，000円
定
健 詳細な健 貧血検査 0，000円 O，000円
康
診
査

診の項目

i医師の判断 心電図検査 O，000円 O，000円
・健診実施後に一括

による追加項
※2

目） 眼底検査 O，000円 ○，000円

・面接による支援終了後に左記金額

から初同時に全額徴収する自己負担

動機付け支援 ○，000円 分を差し引いた保険者負担額の8／10

を支払

残る2／10は実績評価終了後に支払

・初回時の面接による支援終了後に

特
定
保

左記金額から初同時に全額徴収する

ｩ己負担分を差し引いた保険者負担

zの4／10を支払

健 ・残る6／10（内訳としては3ヶ月以上の

指
導

積極的支援 OO，000円
継続的な支援が5／10、実績評価が

P／10）は実績評価終了後に支払

・3ヶ月以上の継続的な支援実施中に

脱落等により終了した場合は、左記金

額から初同時に全額徴収する自己負

担分を差し引いた保険者負担額の

5／10に実施済みポイント数の割合を

乗じた金額を支払

追
加

円

健
診

円 ・健診実施後に一括

項
目 円

※1特定保健指導の各回の支払額が分割比率の関係で小数点以下の端数が生じる場合は、四捨五入によ

　り1円単位とする。

※2　委託料単価には、電子的標準様式データの作成、受診者への結果通知や情報提供に要する費用を含

　んだものとする。

（注）他の法令に基づく健診（介護保険における生活機能評価等）を特定健康診査と同時に実施し、他

の法令に基づく健診が優先的に費用を負担する場合、乙あるいは実施機関は、上記の単価から、重複

する検査項目の費用（他の法令に基づく健診で負担すべき金額）を差し引いた金額を委託料とし、そ

こから自己負担額を差し引いた金額を甲に請求することとする。

同時に実施する健診の種類 上記単価から差し引く金額

生活機能評価 ○，○○○円
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別紙

個人情報取扱注意事項

1　基本的事項

　乙及び実施機関は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当た

っては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければな

　らない。

2　秘密の保持

　　乙及び実施機関は、この契約による業務に関して知ることができた個人情報をみだりに他

人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3　収集の制限

（1）　乙及び実施機関は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、

　業務の目的を明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法か

　っ公正な手段により行わなければならない。

（2）　乙及び実施機関は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、本

　人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければなら

　ない。

4　利用及び提供の制限

　　乙及び実施機関は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目

的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

5　適正管理

　　乙及び実施機関は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損

の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

6　再委託の禁止

　　乙及び実施機関は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものと

　し、第三者にその処理を提供してはならない。ただし、乙及び実施機関が、健診・保健指導

機関に関する「運営についての重要事項に関する規程の概要」において血液検査等の実施を

委託することを予め明示しており、その明示している内容の範囲において業務の一部を委託

する場合には、この限りではない。

7　資料等の返還等

　　乙及び実施機関は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙及び

実施機関自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ち

に甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従
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うものとする。

8　従事者への周知

　　乙及び実施機関は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後に

おいて、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契

約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周

知するものとする。

9　実地調査

　　甲は、必要があると認めるときは、乙及び実施機関がこの契約による業務の執行に当たり

取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

10　事故報告

　乙及び実施機関は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知っ

たときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
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別紙2

東日本大震災により被災した被保険者等に係る特定健康診査等

　　　　　　　の受診機会の確保に関するQ＆A

【被保険者等の自己負担免除関係】

問1　4月13日事務連絡によると、自己負担を免除する者は、平成23年3月23

　日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡の1（2）の①から⑥までに掲げられた

　対象者の要件に該当する者とされている。3月23日以降、医療課事務連絡は改

　正されているが、特定健康診査及び特定保健指導並びに75歳以上の方が受診す

　る健康診査（以下r健診等」という。）の自己負担を免除した場合に、国が財政

　支援することを検討している者の範囲はどのように考えればよいか。
（答）

　　健診等の自己負担を免除した場合に、国が財政支援することを検討している

　者の範囲は、医療課事務連絡において一部負担金等が免除される範囲と同様で

　ある。（4月13日事務連絡においても、r医療課事務連絡の改正により新たに

　追加した対象者の要件も含むものとする。」としているところである。）

問2　4月13日事務連絡によると、阪神・淡路大震災の際の老人保健法に基づく

　健康診査への財政措置に準じた財政支援を予定しているとあるが、被災地から転

　入した方の自己負担を免除した場合も財政措置の対象となるのか。
（答）

1．健診等の自己負担を免除した場合の国の財政措置については、現在検討を行

　っているところであるが、転入者の自己負担を減免した場合についても財政措

　置の対象とする方向で検討を行っているところである。

2．また、年度途中の加入者については、本来特定健康診査及び特定保健指導の

　対象者とはならない（国庫補助の対象とはなる）が、積極的に実施いただくよ

　うお願いする。

問3　健診等について、いつまで自己負担免除の取扱いを行うのか。
（答）

　　自己負担の免除を行った保険者への財政措置については、現在検討を行って

　いるところであるが、自己負担を免除した場合の保険者への財政措置は平成23

　年度実施分を対象とする方向で検討を行っており、平成23年度実施分につい

　ては自己負担免除の取扱いをしていただきたい。

問4　健診機関等は、自己負担を免除すべき者かどうかをどのように判断するのか。
（答）

　　　健診機関等は券面に示された自己負担額を徴収することとなっているが、自

　　己負担を免除される者へ発行される受診券については、自己負担額の部分が

　　「0円」又は「無料」等と記載されているため、健診機関等は通常と同様に券

　　面を確認し徴収額を判断する。



　受診券とともに免除証明書を提示した場合に、自己負担を免除するという方

法を採ることも差し支えないが、その場合、保険者から契約健診機関への周知

を徹底すること。

　なお、一部の保険者においては、自己負担額を後日還付する場合があるが、

健診機関は券面の記載どおり徴収すること。

【後期高齢者支援金の加算・減算措置について】

問5　東日本大震災の影響により、被災地における平成23年度の特定健康診査及

　び特定保健指導の実施率は低迷することが予想されるが、被災地の保険者につい

　ても後期高齢者支援金の加算・減算措置を行うのか。
（答）

　　後期高齢者支援金の加算・減算措置の具体的在り方については、現在保険者

　による健診・保健指導等に関する検討会において検討を行っているところであ

　るが、具体的な措置の実施に当たっては、震災等の影響も考慮される予定であ

　る。

【代表契約以外の方法について】

問6　今回のガイドラインで示された「代表契約」以外の方法で、避難者への健診

等を実施してもよいか。

（答）

1．今回のガイドラインで示したr代表契約」は、保険者等及び健診機関の事務

　が円滑に実施されることを目的として作成したものであるが、保険者等及び健

　診機関に対してその方法を強制するものではありません。

2，今回のガイドラインで示した「代表契約」は、集合契約Bのとりまとめ機関

　との契約を結ぶものとしているが、ガイドラインの「2．被災県における代表

　保険者の決定について」の方法で代表保険者を決定した上で、健診機関の全国

　組織と集合契約Aを締結するという方法も考えられる。健診機関の全国組織と

　の契約については、厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室へ照会く

　ださい。

3．r代表契約」以外の方法としては、

　　①4月13日事務連絡で示した個々の保険者問で調整を行う方法（健康診

　　　査については、問7参照）

　　②　高齢者の医療の確保に関する法律第26条第1項～第3項に規定する方

　　　法（問8参照）

　　③既存の集合契約に年度途中から加わる方法（問9参照）

　が考えられる。



問7　4月13日付けの事務連絡によると、75歳以上の方が受診する健康診査につ

　いては、例えば本来の保険者である後期高齢者医療広域連合から、被災者が避難

　している地域の保険者に委託して実施することが可能とあるが、具体的にどのよ

　うな方法で委託すればよいのか。

（答）

　　代表契約に参加することが困難である場合、各広域連合間での委託契約によ

　り実施することが考えられる。詳細については、別添r各広域連合間での健診

　業務委託契約について」を確認いただきたい。

問8　4月13日事務連絡では、保険者問で調整した上で健診等を実施することが

　考えられるとされているが、保険者間で調整を行わずに特定健康診査及び特定保

　健指導を実施してもよいか。

（答）

1．事前に保険者間で調整を行わずに被災者へ特定健康診査及び特定保健指導を

　実施する場合は、被災者本人が特定健康診査及び特定保健指導の費用を負担し

　た後に、加入保険者へその費用を請求することになる。（高齢者の医療の確保

　に関する法律第26条第1項～第3項）

2．一旦費用を負担した上で加入保険者へ請求が必要な旨を理解された上で、被

　災者が希望される場合には上記方法で特定健康診査及び特定保健指導を行う

　ことができるが、被災者の状況を考慮すると、上記方法は被災者の負担が太き

　くなることが懸念されるため、事前に保険者間で調整することが望ましい。

3．75歳以上の方が受診する健康診査については、高齢者の医療の確保に関する

　法律第26条の適用外であるため、保険者間で調整した上で実施する必要があ

　る。

問9　被用者保険の保険者と県内の健診機関との間で既に結ばれている集合契約

に、年度途中から加わるという方法を検討しているが、このような方法は認めら

れないのか。

（答）

1．被用者保険の保険者を中心に、既に結ばれている集合契約に年度途中から加

　わるという方法は考えられる。

2．「特定健康診査・特定保健指導に関するQ＆A集」において、「集合契約につ

　いては、年度ベースでその契約を行うこととしていることから、年度途中にお

　ける保険者、健診機関の途中参加は認められない。」としているが、東日本大

　震災に伴う避難者への対応を行う場合に限り、年度途中で参加保険者を変更す

　ることは差し支えない。



【健診等の差額への財政支援について】

問10　加入保険者が行う健診等費用と避難先の健診機関等の健診等費用が異な

　ることになるが、加入保険者への財政支援は実施されるのか。

（答）

　　健診等費用が異なる場合の加入保険者への財政措置については、現在、実際

　に要した費用に応じて財政支援を行う方向で検討を行っているところである。



各広域連合間での健診業務委託　、・について

（代表契約に参加することが困難な場合）

1　委託契約

　被災地の広域連合（甲）は、被保険者が避難している地域の広域連合又は市町村（乙）

　と委託契約を締結し、被保険者に対する健診を実施することができる。

（1）甲の業務の一部委託

　　甲は、乙との委託料の精算等の業務を市町村に委託することができる。この場合、

　業務を委託しようとする市町村から、乙との委託契約に関する委任を受けることが

　必要となるとともに、甲と当該市町村との間においても委託契約の締結が必要とな

　る。

（2）乙（広域連合）の業務の一部委託

　　乙（広域連合）は、健診等の業務を市町村に委託することができる。この場合、

　業務を委託しようとする市町村から、甲との委託契約に関する委任を受けることが

　必要となるとともに、乙（広域連合）と当該市町村との間においても委託契約の締

　結が必要となる。

（3）契約類型

　　委託先が広域連合か市町村か、また、委託元が業務の一部を市町村に委託するか

　により、以下の類型を示すが、契約にあたっては、被災地の広域連合及び市町村の

　事務処理負担を軽減する観点から、被災地の広域連合の希望に十分配慮することが

　望まれ、委託先を市町寸とする場合であっても、避難　の広　連合は管内市町†の

　とりまとめを行い委託　約に係る事マ手　きの調整は各広　連合間で行’ことを

基本とする

　　　　　　　　　　　委託元

ﾏ託先

広域連合が全ての業

ｱを実施

広域連合が委託料精

Z等を市町村に委託

広域連合

i健診を市町村に委託）
1一（1） 1一（2）

市町村 2一（1） 2一（2）

広域連合

i健診を自ら実施する7府県）
3一（1） 3一（2）

※パターン別業務フローは別紙1を参照

※パターン別委託契約書例は別紙2、別紙3を参照

2　受診対象者
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甲の被保険者のうち、以下の両方に該当する者を対象とする。

①東日本大震災発生時において、災害救助法の適用地域（東京都を除く）や被災

　者生活再建支援法の適用地域の住民。

②一時的に甲以外の区域に居住しており、甲の実施する健診を受診できない方。

3　実施の依頼

　　甲は被保険者の申し出に基づき、乙に当該被保険者に対する健診の実施を依頼する。

　　甲の被保険者が乙に対して受診希望を申し出た場合には、被保険者の同意を得たう

えで、乙から甲に連絡のうえ事務を進める。

　　なお、個人情報の取り扱いについては甲及び乙の規定によるものとする。

※被保険者が避難先での受診希望申出をした際に、「国の機関若しくは地方公共団体又

　はその委託、再委託などを受けたものが健診業務を遂行するために必要な個人情報

　を利用することに同意する」旨を確認すること。

（1）依頼の時期

　　委託料の精算に係る期間も勘案のうえ、甲乙協議し定める。

（2）依頼の方法

　　対象者情報を郵送、ファクシミリまたは電子メールで送付する。

（3）送付する対象者情報

　　氏名、生年月日、被保険者番号、避難先住所、連絡可能な電話番号

4　実施方法

　　乙は甲の依頼に基づき、甲の被保険者に健診を実施する。

（1）実施の時期

　　　健診の開始時期、委託料の精算に係る期間を勘案のうえ、甲乙協議し定める。

（2）受診券の発行（様式例は別紙4）

　　　乙は甲の依頼に基づき、甲の被保険者に対して受診券を発行する。

　　乙の通常業務において受診券を発行していない場合であっても、健診実施機関に

　おいて受診対象者であることの確認や自己負担金を免除することの周知を確実に

　行うためには、簡易なものであっても受診券を発行する必要がある。

（3）実施場所

　　　乙が委託契約を締結している健診実施機関において実施する。

　　健診実施機関は、受診券と被保険者証を確認のうえ、健診を実施する。

（4）健診項目

　　乙の被保険者に対して実施している健診項目と同等とする。

　　健診業務を市町村に委託又は補助実施している広域連合に委託する場合は、市町
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　村ごとに定める。

　　生活機能評価との同時実施については、原則として行わない。

（5）自己負担金

　　以下に該当する受診対象者からは自己負担金を徴収しない。

　　　①住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方

　　　②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

　　　③主たる生計維持者の行方が不明である方

　　　④主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方

　　　⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

　　　⑥　原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備

　　　　区域に関する指示の対象となっている方

　　　⑦特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

（6）健診結果の受診者への提供

　　健診実施機関と協議のうえ、健診実施機関から直接送付するなど、速やかに健診

　受診者に提供する。

（7）健診実施機関との関係

　　乙が健診実施機関と締結している委託契約については、必要に応じて、受診対象

　者の追加などについての変更契約を行う。

（8）国民健康保険団体連合会との関係

　　乙が国民健康保険団体連合会経由の請求支払事務を採用しており、被災者への健

　診においても国保連合会経由の請求支払事務を行おうとする場合は、支払代行機能

　の利用について国民健康保険団体連合会と調整する必要がある。

5　健診結果の送付

　　乙は健診の健診結果を甲に送付する。

（1）送付の時期

　　　甲乙協議のうえ定める。

　　　（例）・平成24年3月に一括して送付する。（甲の国庫補助金申請のため平成

　　　　　　24年1月に実施状況を報告する。）

　　　　　　・毎月の実施分を翌月末までに送付する。

　　　　　　・毎月の実施状況を翌月10日までに報告することとし、健診結果は年度

　　　　　　分を一括して送付する。

（2）送付の方法

　　　甲乙協議のうえ定める。

　　　（例）・紙媒体を郵送する。
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　　　　　　・電子データ（XMLファイル）を記録した媒体を郵送する。

6　委託料の精算

　　乙は甲に健診の実施に係る費用を請求し、甲はこれを支払う。

（1）請求額

　　委託契約における委託料単価については、甲乙協議のうえ、乙がその加入者に対

　　して行う健診に要する費用の額に実施結果の送付等に要する通信費を勘案して合

　理的であると認められる範囲内において定める。

　　健診業務を市町村に委託又は補助実施している広域連合に委託する場合は、市町

　村ごとに定める。

　　　自己負担金を免除する場合は、甲に対して自己負担金を含めて請求することとし、

　　自己負担金を免除した場合の単価についても契約に定めておく。

（2）請求時期

　　　甲乙協議のうえ定める。

　　　（例）・平成24年3月に一括して請求する。

　　　　　　・毎月の実施分を翌月末までに請求する。

（3）請求方法

　　　乙は甲に請求額の内訳及び納付書を郵便により送付する。

　　請求にあたり必ずしも健診の実施結果を添付する必要はないが、甲において委託

　業務の完了を適切に点検できるよう、健診費用を支出したことを証する書類及び支

　出額の明細（受診者の氏名、生年月日、被保険者番号、避難先住所、受診項目等を

　記載したもの）を添付する。

7　その他

（1）受診券発行後、対象者が避難先を異動した場合の取り扱い

　　甲の被保険者が、受診券の発行を受けた後、乙の区域外に避難先を移したにもか

　かわらず当該受診券で受診した場合、乙の区域に避難しているものと取り扱う。

　　また、未受診であり新しい避難先での受診を希望する場合は、乙に発行済みの受

　診券を返還させたうえで、改めて甲に受診希望の申し出をさせることとする。

（2）受診券発行後、対象者が被保険者資格を喪失した場合の取り扱い。

　　受診券発行後、乙（広域連合）の被保険者資格を取得したにもかかわらず当該受診

　券により受診した場合は、乙が費用を負担する。

　　受診券発行後、甲乙（広域連合）以外の被保険者資格を取得したにもかかわらず当

　該受診券により受診した場合は、甲は委託料を乙に支払う。
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パターン別業務フロー

1一（1）　健診業務を市町村に委託又は補助実施している避難先の広域連合に委託する場合

避難先の保険者
（△△県広域連合）

④情報提供　　⑨健診費用支

（発行依頼）　払報告・精算

①委託契約

⑪委託料精算

⑩健診結果（写）送付）

（一部再委託）

③対象者情報提供

（受診券発行依頼）

　本来の保険者

（00県広域連合）

委託又は補助先

（△△県内市町村）

⑤
受
診
券
発
行

⑧健診費用

請求・支払

⑧健診結果

（写）送付

健診実施機関

⑥受診予約

　・受診

⑦健診結果

　通知

被災者
②避難先での

受診希望申出

1一（2）　1一（1）で被災地の広域連合が費用精算等の業務を市町村に委託する場合

避難先の保険者
（△△県広域連合）

①委託契約

⑪委託料精算

⑩健診結果（写）送付）

③対象者情報提供

（受診券発行依頼）

（一部再委託）
④情報提供　⑨健診費用支

（発行依頼）　払報告・精算

委託又は補助先

（△△県内市町村）

⑤
受
診
券
発
行

⑧健診費用

請求・支払

⑧健診結果

〔写）送付

健診実施機関

⑥受診予約

　・受診

⑦健診結果

　通知

被災者
　　　　専
受診希望申出

　本来の保険者

（00県広域連合）‘

灘果騨劇（一部委託）

委託又は補助先

（00県内市町村）



2一（1）：避難先の広域連合から委託又は補助を受けて健診業務を実施している市町村に委
　　　　　　託する場合

※避難先の広域連合は管内市町村のとりまとめ　行い、　託生，・に、、る　務手続きの調整は　広域

避難先の保険者
（△△県広域連合）

（連絡調整）

（連絡調整）

委託又は補助先
（△△県内市町村）

⑦健診費用

請求・支払

①委託契約

⑨委託料精算

⑧健診結果（写）送付

④
受
診
券
発
行

　　　　　　③対象者情報提供
⑦健診結果　　（受診券発行依頼）

（写）送付

健診実施機関

本来の保険者

（00県広域連合）

⑤受診予約

　・受診

⑥健診結果

　通知

被災者
②避難先での

受診希望申出

2一（2）：2一（1）で被災地の広域奪合が費用精算等の業務を市町村に委託する場合
※噂軸先のム域’合は酋内　町村のとりまとめを行い、委託　，，・に・、る　　手　きの’。整は　広域

連合間で行うことを基本とする。

避難先の保険者
（△△県広域連合）

（連絡調整）

　委託又は補助先
　（△△県内市町村）
一

（連絡調整）

①委託契約

本来の保険者

（00県広域連合）

⑩健診結果
（写）送付

⑪健診費用支

払報告・精算

（一部委託）

⑨健診費用精算

⑧健診結果（写）送付

豊階魏　鴨欝
診

券　　　健診実施機関
発

行

③対象者情報提供

（受診券発行依頼）

⑤受診予約

　・受診

⑥健診結果

　通知

被災者

②避難先での

受診希望申出

委託又は補助先

（00県内市町村）



3一（1） 健診業務を自ら実施している避難先の広域連合（三重県、大阪府、和歌山県、

徳島県、福岡県、大分県、沖縄県）に委託する場合

避難先の保険者
（△△県広域連合）

⑦健診費用

請求・支払

①委託契約

⑨委託料精算

④
受
診
券
発
行

⑧健診結果（写）送付）

⑦健診結果

（写）送付

③対象者情報提供

（受診券発行依頼）

健診実施機関

⑤受診予約

　・受診

　本来の保険者

（OO県広域連合）

⑥健診結果

　通知

被災者
②避難先での

受診希望申出

3一（2）　3一（1）で被災地の広域連合が費用精算等の業務を市町村に委託する場合

　避難先保険者
（△△県広域連合）

⑦健診費用

請求・支払

①委託契約

⑨委託料精算

④
受
診
券
発
行

⑦健診結果

（写）送付

健診実施機関

⑤受診予約

　・受診

⑥健診結果

　通知

⑧健診結果
（写）送付

■■●　・…　　　　　■　　　　　　　・■・“　甲甲■、

　加入保険者
（00県広域連合）

⑩健診結果

〔写）送付

③対象者情報提供

（受診券発行依頼）

被災者
②避難先での

受診希望申出

灘章刷（一部委託）

委託又は補助先

（00県内市町村）



別紙2（1－1）

健康診査業務委託契約書（参考例1一（1））

　00県後期高齢者医療広域連合（以下「甲」という。）と△△県後期高齢者医療広域連合（以

下「乙」という。）の構成員である市町村（以下「△△県内市町村」という。）から契約に関す

る委任を受けた乙とは、甲の業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。

（目　的）

第1条　この契約は、東日本大震災に際し「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及

　び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令」で定められた市町村に

　住所を有し、一時的に△△県に居住している後期高齢者医療制度の被保険者（以下「被災被

　保険者」という。）の健康診査の受診機会を確保することを目的とする。

（業務の内容）

第2条　甲は、被災被保険者に対する健康診査業務（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、

　乙はこれを受託する。

2　健康診査の内容は、甲乙協議の上、実施する市町村ごとに別表の区分の欄に掲げるとおり

　とする。

3　乙又は△△県内市町村は、健康診査実施後、健康診査の結果を受診者に通知するとともに、

　甲に報告するものとする。

（契約期間）

第3条　この契約の有効期間は、平成○年0月O日から平成0年0月○日までとする。

（再委託）

第4条　乙は、委託業務の一部について、△△県内市町村又は乙が指定する医療機関に再委託

　できるものとする。

（対象者に係る情報の提供）

第5条　甲は、被災被保険者から△△県での健康診査の受診希望の申し出があれば、委託業務

　の対象者であることの確認を行い、当該被災被保険者の同意を得たうえで、乙又は△△県内

　市町村に対し、乙及び△△県内市町村が委託業務を実施するにあたり必要な情報を提供する

　ものとする。

（受診券の発行）

第6条　乙又は△△県内市町村は、甲から前条の情報提供があれば、被災被保険者に対し、受

　診券を発行するものとする。

（自己負担金の免除）

第7条　甲が、被災被保険者から次のいずれかの申し立てを受け、その事実を確認した場合に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1一



　は、健康診査に係る自己負担金については甲が負担するものとする。

（1）住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨

（2）主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

（3）主たる生計維持者の行方が不明である旨

（4）主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨

（5）主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

（6）原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第15条第3項の規定による、避

　　難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難

　　又は退避を行っている旨

（7）原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難

　　準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨

（8）特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原

　　子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定され

　　るとして特定した住居をいう。）に居住しているため、避難を行っている旨

2　前項の場合において、乙又は△△県内市町村は、被災被保険者から自己負担金を徴収しな

　いことについて、受診券に記載するなどの方法により、健診実施機関に周知するものとする。

※乙又は△△県内市町村が自己負担金を徴収していない場合は不要

（委託料）

第8条　甲は、委託業務に係る委託料を乙に支払うものとし、その金額については、甲乙協議

　の上、健康診査を実施する市町村ごとに別表の1人当たり単価の欄に掲げるとおりとする。

（委託料の請求）

第9条　乙から甲に対する委託料の請求は、0000（健診結果、市町村別実施一覧表等）を添

　付して行うものとする。

2　前項の請求は、○○00（毎月末日、年度末等）締め切りで行うものとする。

（委託料の支払い）

第10条　甲は、乙から委託料の請求があった場合は、その内容を点検し、適当と認めたときは、

　請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。

2　甲の点検の結果、その内容について問題がある場合は、乙に返戻を行うものとする。

3　乙は、前項の返戻を受けた場合において、必要な措置を講じたうえで再度第1項の方法に

　より請求を行うことができる。

（問題がある場合の取扱い）

第11条　健診実施機関において、受診券及び被保険者証による確認をせずに甲の被保険者でな

　い者に健康診査を実施した場合は、乙の責任・負担とし、甲から委託料は支払われないもの

　とする。

2　被災被保険者が受診券の発行を受けた後、甲の被保険者資格を喪失したにもかかわらず受

　診した場合は、甲の責任・負担とし、甲は委託料を乙に支払うものとする。ただし、乙の被
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保険者資格を取得した場合は、甲から委託料は支払われないものとする。

（個人情報の保護）

第12条　乙及び△△県内市町村が委託業務を実施するに当たっては、健康診査の記録の漏洩を

　防止すると共に、実施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、別紙

　個人情報取扱注意事項やr医療・介護関係事業者における個人情報の取扱いのためのガイド

　ライン」及び各都道府県において定める個人情報の取扱に係る条例等に基づき、必要な個人

情報保護対策を講じ、上記の事項やガイドライン等を遵守するものとする。

（協　議）

第13条　この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って協議

　の上決定するものとする。

　甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1

通を保有するものとする。

平成　　年　　月 日

委託者（甲）

　　　○○県後期高齢者医療広域連合

　　　○○県00市000
　　　広域連合長　O　O　O　O

受託者（乙）

　　　△△県後期高齢者医療広域連合

　　　△△県△△市△△△

　　　広域連合長　△△　△△
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別表（第8条関係）

委　託料　単価　表

実施市町村 区 分
1人当たり単価

個別健診 集団健診

基本的な健診の項目

E質問項目

・身体計測

E理学的所見

・血圧測定 0，000円 0，000円

・脂質検査
（0，000円） （○，000円）

・肝機能検査

00市 ・血糖検査 （ヘモグロビンAlc）

・尿検査 （尿糖、尿蛋白）

0，000円 ○，000円
詳細な健診 貧血検査

（0，000円） （0，000円）
の項目

O，000円 ○，OOO円
（医師の判断

ﾉよる追加項

心電図検査
（○，000円） （○，○OO円）

目）

眼底検査 O，000円 ○，000円
（0，000円） （O，000円）

基本的な健診の項目

E質問項目

・身体計測

E理学的所見

・血圧測定 O，OOO円 ○，000円
・脂質検査 （0，000円） （O，OOO円）

・肝機能検査
△△市

・血糖検査 （ヘモグロビンAlc）

・尿検査 （尿糖、尿蛋白）

・貧血検査

・尿酸、血清クレアチニン

詳細な健診 心電図検査 0，000円 0，000円
の項目 （O，OOO円） （○，000円）

（医師の判断に 0，000円 ○，OOO円
よる追加項目）

眼底検査
（○，000円） （0，000円）

※（ ）内は自己負担金を免除した場合の委託料単価
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別紙（第12条関係）

個人情報取扱注意事項

1　基本的事項

　乙及び△△県内市町村は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施

に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなけ

ればならない。

2　秘密の保持

　　乙及び△△県内市町村は、この契約による業務に関して知ることができた個人情報をみだ

　りに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とす

　る。

3　収集の制限

（1）　乙及び△△県内市町村は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集すると

　　きは、業務の目的を明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、

　適法かっ公正な手段により行わなければならない。

（2）　乙及び△△県内市町村は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するとき

　は、甲又は本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集し

　なければならない。

4　利用及び提供の制限

　　乙及び△△県内市町村は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以

外の目的のために利用し、又は健康診査を委託する医療機関以外の第三者に提供してはなら

　ない。

5　適正管理

　　乙及び△△県内市町村は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及

びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

6　資料等の返還等

　　乙及び△△県内市町村は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は

乙及び△△県内市町村自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業

務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、

その指示に従うものとする。

7　従事者への周知

　　乙及び△△県内市町村は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退
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職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと

及び契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事

項を周知するものとする。

8　実地調査

　　甲は、必要があると認めるときは、乙及び△△県内市町村がこの契約による業務の執行に

当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

9　事故報告

　　乙及び△△県内市町村は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあること

を知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
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別紙2（1－2）

健康診査業務委託契約書（参考例1一（2））

　00県後期高齢者医療広域連合（以下r甲」という。）の構成員である市町村（以下rOO県

内市町村」という。）から契約に関する委任を受けた甲と△△県後期高齢者医療広域連合〔以下

「乙」という。）の構成員である市町村（以下「△△県内市町村」という。）から契約に関する一

委任を受けた乙とは、甲の業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。

（目　的）

第1条　この契約は、東日本大震災に際し「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及

　び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令」で定められた市町村に

　住所を有し、一時的に△△県に居住している後期高齢者医療制度の被保険者（以下「被災被

　保険者」という。）の健康診査の受診機会を確保することを目的とする。

（業務の内容）

第2条　甲は、被災被保険者に対する健康診査業務（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、

　乙はこれを受託する。

2　健康診査の内容は、甲乙協議の上、実施する市町村ごとに別表の区分の欄に掲げるとおり

　とする。

3　乙又は△△県内市町村は、健康診査実施後、健康診査の結果を受診者に通知するとともに、

　甲に報告するものとする。

（契約期間）

第3条　この契約の有効期間は、平成0年0月0日から平成O年0月0日までとする。

（再委託）

第4条　乙は、委託業務の一部について、△△県内市町村及び乙が指定する医療機関に再委託

　できるものとする。

（対象者に係る情報の提供）

第5条　甲は、被災被保険者から△△県での健康診査の受診希望の申し出があれば、委託業務

　の対象者であることの確認を行い、当該被災被保険者の同意を得たうえで、乙又は△△県内

　市町村に対し、乙及び△△県内市町村が委託業務を実施するにあたり必要な情報を提供する

　ものとする。

2　甲は、前項の業務をOO県内市町村に委託することができる。

（受診券の発行）

第6条　乙又は△△県内市町村は、甲又は○○県内市町村から前条の情報提供があれば、被災

　被保険者に対し、受診券を発行するものとする。
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（自己負担金の免除）

第7条　甲又は00県内市町村が、被災被保険者から次のいずれかの申し立てを受け、その事

　実を確認した場合には、健康診査に係る自己負担金については甲が負担するものとする。

（1）住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨

（2）主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

（3）主たる生計維持者の行方が不明である旨

（4）主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨

（5）主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

（6）原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第15条第3項の規定による、避

　　難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難

　　又は退避を行っている旨

（7）原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難

　　準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨

（8）特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原

　　子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定され

　　るとして特定した住居をいう。）に居住しているため、避難を行っている旨

2　前項の場合において、乙又は△△県内市町村は、被災被保険者から自己負担金を徴収しな

　いことについて、受診券に記載するなどの方法により、健診実施機関に周知するものとする。

※乙又は△△県内市町村が自己負担金を徴収していない場合は不要

（委託料）

第8条　甲は、委託業務に係る委託料を乙又は△△県内市町村に支払うものとし、その金額に

　ついては、甲乙協議の上、健康診査を実施する市町村ごとに別表の1人当たり単価の欄に掲

　げるとおりとする。

2　甲は、前項の支払業務を00県内市町村に委託することができる。

（委託料の請求）

第9条乙から甲又は○○県内市町村に対する委託料の請求は、○OOO（健診結果、市町村別

　実施一覧表等）を添付して行うものとする。

2　前項の請求は、OOOO（毎月末目、年度末等）締め切りで行うものとする。

（委託料の支払い）

第10条　甲又はOO県内市町村は、乙から委託料の請求があった場合は、その内容を点検し、

　適当と認めたときは、請求を受けた目から30目以内に委託料を支払うものとする。

2　甲又は00県内市町村の点検の結果、その内容について問題がある場合は、乙又は△△県

　内市町村に返戻を行うものとする。

3　乙又は△△県内市町村は、前項の返戻を受けた場合において、必要な措置を講じたうえで

　再度第1項の方法により請求を行うことができる。

（問題がある場合の取扱い）
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第11条　健診実施機関において、受診券及び被保険者証による確認をせずに甲の被保険者でな

　い者に健康診査を実施した場合は、乙の責任・負担とし、甲又は○○県内市町村から委託料

　は支払われないものとする。

2　被災被保険者が受診券の発行を受けた後、甲の被保険者資格を喪失したにもかかわらず受

　診した場合は、甲の責任・負担とし、甲又は00県内市町村は委託料を乙又は△△県内市町

　村に支払うものとする。ただし、乙の被保険者資格を取得した場合は、甲又は○○県内市町

　村から委託料は支払われないものとする。

（個人情報の保護）

第12条　乙及び△△県内市町村が委託業務を実施するに当たっては、健康診査の記録の漏洩を

　防止すると共に、実施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、別紙

　個人情報取扱注意事項やr医療・介護関係事業者における個人情報の取扱いのためのガイド

　ライン」及び各都道府県において定める個人情報の取扱に係る条例等に基づき、必要な個人

情報保護対策を講じ、上記の事項やガイドライン等を遵守するものとする。

（協　議）

第13条　この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って協議

　の上決定するものとする。

　甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1

通を保有するものとする。

平成　　年　　月 日

委託者（甲）

　　　00県後期高齢者医療広域連合

　　　○○県OO市○○○

　　　広域連合長　O　O　O　O

受託者（乙）

　　　△△県後期高齢者医療広域連合

　　　△△県△△市△△△

　　　広域連合長　△△　△△
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別表（第8条関係）

委　託料　単価　表

実施市町村 区 分
1人当たり単価

個別健診 集団健診

基本的な健診の項目

・質問項目

・身体計測

・理学的所見

・血圧測定 0，000円
i0，000円）

0，000円
i○，OOO円）

・脂質検査

・肝機能検査
○○市

・血糖検査 （ヘモグロビンAlc）

・尿検査 （尿糖、尿蛋白）

詳細な健診 貧血検査 ○，OOO円
i0，000円）

○，000円
i0，000円）

の項目

i医師の判断
ﾉよる追加項

心電図検査 O，OOO円
i○，OOO円）

0，000円
iO，000円）

目）

眼底検査 0，000円
iO，OOO円）

0，000円
i0，000円）

基本的な健診の項目

・質問項目

・身体計測

・理学的所見

・血圧測定 ○，000円 ○，000円
・脂質検査 （0，000円） （0，000円）

・肝機能検査
△△市

・血糖検査 （ヘモグロビンAlc）

・尿検査 （尿糖、尿蛋白）

・尿酸、血清クレアチニン

・貧血検査

詳細な健診
ﾌ項目

心電図検査 0，000円
i0，000円）

○，○OO円

i0，000円）
（医師の判断に

謔髓ﾇ加項目）
眼底検査 0，000円

i○，000円）
○，OOO円
i○，000円）

※（ ）内は自己負担金を免除した場合の委託料単価
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別紙（第12条関係）

個人情報取扱注意事項

1　基本的事項

　乙及び△△県内市町村は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施

に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなけ

ればならない。

2　秘密の保持

　　乙及び△△県内市町村は、この契約による業務に関して知ることができた個人情報をみだ

　りに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とす

　る。

3　収集の制限

（1）　乙及び△△県内市町村は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集すると

　　きは、業務の目的を明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、

　適法かつ公正な手段により行わなければならない。

（2）　乙及び△△県内市町村は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するとき

　は、甲又は本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集し

　なければならない。

4　利用及び提供の制限

　　乙及び△△県内市町村は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以

外の目的のために利用し、又は健康診査を委託する医療機関以外の第三者に提供してはなら

　ない。

5　適正管理

　　乙及び△△県内市町村は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及

びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

6　資料等の返還等

　　乙及び△△県内市町村は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は

乙及び△△県内市町村自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業

務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、

その指示に従うものとする。

7　従事者への周知

　　乙及び△△県内市町村は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退
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職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと

及び契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事

項を周知するものとする。

8　実地調査

　　甲は、必要があると認めるときは、乙及び△△県内市町村がこの契約による業務の執行に

当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

9　事故報告

　　乙及び△△県内市町村は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあること

を知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
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別紙2（2－1）

健康診査業務委託契約書（参考例2一（1））

　00県後期高齢者医療広域連合（以下「甲」という。）と△△市（以下「乙」という。）とは、

甲の業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。

（目　的）

第1条　この契約は、東日本大震災に際しr東日本大震災に対処するための特別の財政援助及

　び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令」で定められた市町村に

　住所を有し、一時的に△△市に居住している後期高齢者医療制度の被保険者（以下「被災被

　保険者」という。）の健康診査の受診機会を確保することを目的とする。

（業務の内容）

第2条　甲は、被災被保険者に対する健康診査業務（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、

　乙はこれを受託する。

2　健康診査の内容は、甲乙協議の上、別表の区分の欄に掲げるとおりとする。

3　乙は、健康診査実施後、健康診査の結果を受診者に通知するとともに、甲に報告するもの

　とする。

（契約期間）

第3条　この契約の有効期間は、平成0年○月0日から平成○年○月○日までとする。

（再委託）

第4条　乙は、委託業務の一部について、乙が指定する医療機関に再委託できるものとする。

（対象者に係る情報の提供）

第5条　甲は、被災被保険者から△△市での健康診査の受診希望の申し出があれば、委託業務

　の対象者であることの確認を行い、当該被災被保険者の同意を得たうえで、乙に対し、乙が

　委託業務を実施するにあたり必要な情報を提供するものとする。

（受診券の発行）

第6条　乙は、甲から前条の情報提供があれば、被災被保険者に対し、受診券を発行するもの

　とする。

（自己負担金の免除）

第7条　甲が、被災被保険者から次のいずれかの申し立てを受け、その事実を確認した場合に

　は、健康診査に係る自己負担金については甲が負担するものとする。

（1）住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨

（2）主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

（3）主たる生計維持者の行方が不明である旨
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（4）主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨

（5）主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

（6）原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第15条第3項の規定による、避

　　難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難

　　又は退避を行っている旨

（7）原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難

　　準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨

（8）特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原

　　子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定され

　　るとして特定した住居をいう。）に居住しているため、避難を行っている旨

2　前項の場合において、乙は、被災被保険者から自己負担金を徴収しないことについて、受

　診券に記載するなどの方法により、健診実施機関に周知するものとする。

※乙が自己負担金を徴収していない場合は不要

（委託料）

第8条　甲は、委託業務に係る委託料を乙に支払うものとし、その金額については、一甲乙協議

　の上、別表の1人当たり単価の欄に掲げるとおりとする。

（委託料の請求）

第9条　乙から甲に対する委託料の請求は、OOOO（健診結果、市町村別実施一覧表等）を添

　付して行うものとする。

2　前項の請求は、0000（毎月末日、年度末等）締め切りで行うものとする。

」（委託料の支払い）

第10条　甲は、乙から委託料の請求があった場合は、その内容を点検し、適当と認めたときは、

　請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。

2　甲の点検の結果、その内容について問題がある場合は、乙に返戻を行うものとする。

3　乙は、前項の返戻を受けた場合において、必要な措置を講じたうえで再度第1項の方法に

　より請求を行うことができる。

（問題がある場合の取扱い）

第11条　健診実施機関において、受診券及び被保険者証による確認をせずに甲の被保険者でな

　い者に健康診査を実施した場合は、乙の責任・負担とし、甲から委託料は支払われないもの

　とする。

2　被災被保険者が受診券の発行を受けた後、甲の被保険者資格を喪失したにもかかわらず受

診した場合は、甲の責任・負担とし、甲は委託料を乙に支払うものとする。ただし、乙の被

　保険者資格を取得した場合は、甲から委託料は支払われないものとする。

（個人情報の保護）

第12条　乙が委託業務を実施するに当たっては、健康診査の記録の漏洩を防止すると共に、実
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施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、別紙個人情報取扱注意事

項やr医療・介護関係事業者における個人情報の取扱いのためのガイドライン」及び各都道

府県において定める個人情報の取扱に係る条例等に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、

上記の事項やガイドライン等を遵守するものとする。

（協　議）

第13条　この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って協議

　の上決定するものとする。

　甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1

通を保有するものとする。

平成　　年　　月 日

委託者（甲）

　　　00県後期高齢者医療広域連合

　　　○○県00市OOO
　　　広域連合長　00　00

受託者（乙）

　　　△△市

　　　△△県△△市△△△

　　　市長　△△　△△
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別表（第8条関係）

委　託料　単価　表

区 分
1人当たり単価

個別健診 集団健診

基本的な健診の項目

・質問項目

・身体計測

・理学的所見

・血圧測定 0，000円
iO，000円）

0，000円
i0，000円）

・脂質検査

・肝機能検査

・血糖検査（ヘモグロビンAlc）

・尿検査（尿糖、 尿蛋白）

貧血検査 O，000円
i○，OOO円）

0，000円
i○，OOO円）

詳細な健診の項目

i医師の判断による追加

�目）

心電図検査 0，000円
i○，000円）

0，000円
iO，000円）

眼底検査 0，000円
i0，000円）

○，000円
i○，000円）

※（ ）内は自己負担金を免除した場合の委託料単価
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別紙（第12条関係）

個人情報取扱注意事項

1　基本的事項

　乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人

の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。

2　秘麿の保持

　　乙は、この契約による業務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせて

はならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3　収集の制限

（1）　乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、業務の目的を

　明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

　により行わなければならない。

（2）　乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、甲又は本人から

　収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。

4　利用及び提供の制限

　　乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利

用し、又は健康診査を委託する医療機関以外の第三者に提供してはならない。

5　適正管理

　　乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損の防止その他

の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

6　資料等の返還等

　　乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若

　しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡

すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

7　従事者への周知

　　乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その

業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外

の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものと

する。

8　実地調査
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　甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱ってい

る個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

9　事故報告

　　乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速

やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
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別紙2（2－2）

健康診査業務委託契約書（参考例2一（2））

　00県後期高齢者医療広域連合（以下「甲」という。）の構成員である市町村（以下「○○県

内市町村」という。）から契約に関する委任を受けた甲と△△市（以下「乙」という。）とは、

甲の業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。

（目　的）

第1条　この結約は、東日本大震災に際し「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及

　び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令」で定められた市町村に

　住所を有し、一時的に△△市に居住している後期高齢者医療制度の被保険者（以下「被災被

　保険者」という。）の健康診査の受診機会を確保することを目的とする。

（業務の内容）

第2条　甲は、被災被保険者に対する健康診査業務（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、

　乙はこれを受託する。

2　健康診査の内容は、甲乙協議の上、別表の区分の欄に掲げるとおりとする。

3　乙は、健康診査実施後、健康診査の結果を受診者に通知するとともに、甲又は00県内市

　町村に報告するものとする。

（契約期間）

第3条　この契約の有効期間は・平成0年O月0日から平成O年○月O日までとする．

（再委託）

第4条　乙は、委託業務の一部について、乙が指定する医療機関に再委託できるものとする。

（対象者に係る情報の提供）

第5条　甲は、被災被保険者から△△市での健康診査の受診希望の申し出があれば、委託業務

　の対象者であることの確認を行い、当該被災被保険者の同意を得たうえで、乙に対し、乙が

委託業務を実施するにあたり必要な情報を提供するものとする。

2　甲は、前項の業務を00県内市町村に委託することができる。

（受診券の発行）

第6条　乙は、甲又は○○県内市町村から前条の情報提供があれば、被災被保険者に対し、受

　診券を発行するものとする。

（自己負担金の免除）

第7条　甲又はOO県内市町村が、被災被保険者から次のいずれかの申し立てを受け、その事

　実を確認した場合には、健康診査に係る自己負担金については甲が負担するものとする。

（1）住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
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（2）主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

（3）主たる生計維持者の行方が不明である旨

（4）主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨

（5）主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

（6）原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第15条第3項の規定による、避

　　難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難

　　又は退避を行っている旨

（7）原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難

　　準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨

（8）特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原

　　子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定され

　　るとして特定した住居をいう。）に居住しているため、避難を行っている旨

2　前項の場合において、乙は、被災被保険者から自己負担金を徴収しないことについて、受

　診券に記載するなどの方法により、健診実施機関に周知するものとする。

※乙が自己負担金を徴収していない場合は不要

（委託料）

第8条　甲は、委託業務に係る委託料を乙に支払うものとし、その金額については、甲乙協議

　の上、別表の1人当たり単価の欄に掲げるとおりとする。

2　甲は、前項の支払業務をOO県内市町村に委託することができる。

（委託料の請求）

第9条　乙から甲又は00県内市町村に対する委託料の請求は、0000（健診結果、市町村別

　実施一覧表等）を添付して行うものとする。

2　前項の請求は、○OOO（毎月末日、年度末等）締め切りで行うものとする。

（委託料の支払い）

第10条　甲又は00県内市町村は、乙から委託料の請求があった場合は、その内容を点検し、

　適当と認めたときは、請求を受けた目から30目以内に委託料を支払うものとする。

2　甲又は00県内市町村の点検の結果、その内容について問題がある場合は、乙に返戻を行

　うものとする。

3　乙は、前項の返戻を受けた場合において、必要な措置を講じたうえで再度第1項の方法に

　より請求を行うことができる。

（問題がある場合の取扱い）

第11条　健診実施機関において、受診券及び被保険者証による確認をせずに甲の被保険者でな

　い者に健康診査を実施した場合は、乙の責任・負担とし、甲から委託料は支払われないもの

　とする。

2　被災被保険者が受診券の発行を受けた後、甲の被保険者資格を喪失したにもかかわらず受

　診した場合は、甲の責任・負担とし、甲は委託料を乙に支払うものとする。ただし、乙の被
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保険者資格を取得した場合は、甲又はOO県内市町村から委託料は支払われないものとする。

（個人情報の保護）

第12条　乙が委託業務を実施するに当たっては、健康診査の記録の漏洩を防止すると共に、実

　施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、別紙個人情報取扱注意事

　項や「医療・介護関係事業者における個人情報の取扱いのためのガイドライン」及び各都道

　府県において定める個人情報の取扱に係る条例等に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、

　上記の事項やガイドライン等を遵守するものとする。

（協　議）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

第13条　この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って協議

　の上決定するものとする。

　甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1

通を保有するものとする。

平成　　年　　月 日

委託者（甲）

　　　00県後期高齢者医療広域連合

　　　OO県00市OOO
　　　広域連合長　O　O　O　O

受託者（乙）

　　　　△△市

’　　　△△県△△市△△△

　　　　市長　△△　△△
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別表（第8条関係）

委　託料　単価表

区 分
1人当たり単価

個別健診 集団健診

基本的な健診の項目

・質問項目

・身体計測

・理学的所見

・血圧測定 0，000円
i0，000円）

○，OOO円
i○，OOO円）

・脂質検査

・肝機能検査

・血糖検査（ヘモグロビンAlc）

・尿検査（尿糖、尿蛋白）

貧血検査 ○，OOO円
iO，000円）

O，000円
iO，OOO円）

詳細な健診の項目

i医師の判断による追加

�目）

心電図検査 0，000円
i0，000円）

0，000円
i○，OOO円）

眼底検査 0，000円
i○，000円）

○，000円
i○，000円）

※　（ ）内は自己負担金を免除した場合の委託料単価
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別紙（第12条関係）

個人情報取扱注意事項

1　基本的事項

　　乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人

の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。

2　秘密の保持

　　乙は、この契約による業務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせて

はならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3　収集の制限

（1）　乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、業務の目的を

　明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

　　により行わなければならない。

（2）　乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、甲又は本人から

　収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。

4　利用及び提供の制限

　　乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利

用し、又は健康診査を委託する医療機関以外の第三者に提供してはならない。

5　適正管理

　　乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損の防止その他

の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

6　資料等の返還等

　　乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若

　しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡

すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

7　従事者への周知

　　乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その

業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外

の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものと

する。

8　実地調査
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　甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱ってい

る個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

9　事故報告

　乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速

やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
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別紙2（3－1）

健康診査業務委託契約書（参考例3一（1））

　OO県後期高齢者医療広域連合（以下「甲」という。）と△△県後期高齢者医療広域連合（以

下「乙」という。）とは、甲の業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。

（目　的）

第1条　この契約は、東日本大震災に際し「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及

　び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令」で定められた市町村に

　住所を有し、一時的に△△県に居住している後期高齢者医療制度の被保険者（以下「被災被

　保険者」という。）の健康診査の受診機会を確保することを目的とする。

（業務の内容）

第2条　甲は、被災被保険者に対する健康診査業務（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、

　乙はこれを受託する。

2　健康診査の内容は、甲乙協議の上、別表の区分の欄に掲げるとおりとする。

3　乙は、健康診査実施後、健康診査の結果を受診者に通知するとともに、甲に報告するもの

　とする。

（契約期間）

第3条　この契約の有効期間は、平成0年○月○日から平成0年O月○日までとする。

（再委託）

第4条　乙は、委託業務の一部について、乙が指定する医療機関に再委託できるものとする。

（対象者に係る情報の提供）

第5条　甲は、被災被保険者から△△県での健康診査の受診希望の申し出があれば、委託業務’

　の対象者であることの確認を行い、当該被災被保険者の同意を得たうえで、乙に対し、乙が

　委託業務を実施するにあたり必要な情報を提供するものとする。

（受診券の発行）

第6条　乙は、甲から前条の情報提供があれば、被災被保険者に対し、受診券を発行するもの

　とする。

（自己負担金の免除）

第7条　甲が、被災被保険者から次のいずれかの申し立てを受け、その事実を確認した場合に

　は、健康診査に係る自己負担金については甲が負担するものとする。

（1）住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨

（2）主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

（3）主たる生計維持者の行方が不明である旨
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（4）主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨

（5）主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

（6）原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第15条第3項の規定による、避

　　難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難

　　又は退避を行っている旨

（7）原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難

　　準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨

（8）特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原

　　子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定され

　　るとして特定した住居をいう。）に居住しているため、避難を行っている旨

2　前項の場合において、乙は、被災被保険者から自己負担金を徴収しないことについて、受

　診券に記載するなどの方法により、健診実施機関に周知するものとする。

※乙が自己負担金を徴収していない場合は不要

（委託料）

第8条　甲は、委託業務に係る委託料を乙に支払うものとし、その金額については、甲乙協議

　の上、別表の1人当たり単価の欄に掲げるとおりとする。

（委託料の請求）

第9条　乙から甲に対する委託料の請求は、OOOO（健診結果、市町村別実施一覧表等）を添

　付して行うものとする。

2　前項の請求は、0000（毎月末日、年度末等）締め切りで行うものとする。

（委託料の支払い）

第10条　甲は、乙から委託料の請求があった場合は、その内容を点検し、適当と認めたときは、

　請求を受けた日から30目以内に委託料を支払うものとする。

2　甲の点検の結果、その内容について問題がある場合は、乙に返戻を行うものとする。

3　乙は、前項の返戻を受けた場合において、必要な措置を講じたうえで再度第1項の方法に

　より請求を行うことができる。

（問題がある場合の取扱い）

第11条　健診実施機関において、受診券及び被保険者証による確認をせずに甲の被保険者でな

　い者に健康診査を実施した場合は、乙の責任・負担とし、甲から委託料は支払われないもの

　とする。

2　被災被保険者が受診券の発行を受けた後、甲の被保険者資格を喪失したにもかかわらず受

診した場合は、甲の責任・負担とし、甲は委託料を乙に支払うものとする。ただし、乙の被

保険者資格を取得した場合は、甲から委託料は支払われないものとする。

（個人情報の保護）

第12条　乙が委託業務を実施するに当たっては、健康診査の記録の漏洩を防止すると共に、実
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施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、別紙個人情報取扱注意事

項や「医療・介護関係事業者における個人情報の取扱いのためのガイドライン」及び各都道

府県において定める個人情報の取扱に係る条例等に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、

上記の事項やガイドライン等を遵守するものとする。

（協　議）

第13条　この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って協議

　の上決定するものとする。

　甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1

通を保有するものとする。

平成　　年　　月 日

委託者（甲）

　　　○○県後期高齢者医療広域連合

　　　○○県OO市000
　　　広域連合長　00　00

受託者（乙）

　　　△△県後期高齢者医療広域連合

　　　△△県△△市△△△

　　　広域連合長　△△　△△
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別表（第8条関係）

委　託料　単価　表

区 分
1人当たり単価

個別健診 集団健診

基本的な健診の項目

・質問項目

・身体計測

・理学的所見

・血圧測定 0，000円
i○，000円）

O，OOO円
i○，000円）

・脂質検査

・肝機能検査

・血糖検査（ヘモグロビンAlc）

・尿検査（尿糖、尿蛋白）

貧血検査
○，000円
i0，000円）

0，000円
i○，000円）

詳細な健診の項目

i医師の判断による追加

�目）

心電図検査
○，000円
i0，000円）

0，000円
iO，000円）

眼底検査 ○，000円
i○，000円）

0，000円
iO，○○○円）

※（ ）内は自己負担金を免除した場合の委託料単価
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別紙（第12条関係）

個人情報取扱注意事項

1　基本的事項

　　乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人

の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。

2　秘密の保持

　　乙は、この契約による業務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせて

はならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3　収集の制限

（1）　乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、業務の目的を

　明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

　　により行わなければならない。

（2）　乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、甲又は本人から

　収集し・本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。

4　利用及び提供の制限

　　乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利

用し、又は健康診査を委託する医療機関以外の第三者に提供してはならない。

5　適正管理

　　乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損の防止その他

の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

6　資料等の返還等

　　乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若

　しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡

すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

7　従事者への周知

　　乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その

業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外

の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものと

する。

8　実地調査
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　甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱ってい

る個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

9　事故報告

　乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速

やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
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別紙2（3－2）

健康診査業務委託契約書（参考例3一（2））

　00県後期高齢者医療広域連合（以下「甲」という。）の構成員である市町村（以下「00県

内市町村」という。）から契約に関する委任を受けた甲と△△県後期高齢者医療広域連合（以下

r乙」という。）とは、甲の業務の委託に関し、次のとおり契約を締結する。

（目　的）

第1条　この契約は、東日本大震災に際し「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及

　び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令」で定められた市町村に

　住所を有し、一時的に△△県に居住している後期高齢者医療制度の被保険者（以下「被災被

　保険者」という。）の健康診査の受診機会を確保することを目的とする。

（業務の内容）

第2条　甲は、被災被保険者に対する健康診査業務（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、

　乙はこれを受託する。

2　健康診査の内容は、甲乙協議の上、別表の区分の欄に掲げるとおりとする。

3　乙は、健康診査実施後、健康診査の結果を受診者に通知するとともに、甲に報告するもの

　とする。

（契約期間）

第3条　この契約の有効期間は、平成0年0月0日から平成0年0月0日までとする。

（再委託）

第4条　乙は、委託業務の一部について、乙が指定する医療機関に再委託できるものとする。

（対象者に係る情報の提供）

第5条　甲は、被災被保険者から△△県での健康診査の受診希望の申し出があれば、委託業務

　の対象者であることの確認を行い、当該被災被保険者の同意を得たうえで、乙に対し、乙が

　委託業務を実施するにあたり必要な情報を提供するものとする。

2　甲は、前項の業務を00県内市町村に委託することができる。

（受診券の発行）

第6条　乙は、甲又は00県内市町村から前条の情報提供があれば、被災被保険者に対し、受

　診券を発行するものとする。

（自己負担金の免除）

第7条　甲又は00県内市町村が、被災被保険者から次のいずれかの申し立てを受け、その事

　実を確認した場合には、健康診査に係る自己負担金については甲が負担するものとする。

（1）住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一1一



（2）主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

（3）主たる生計維持者の行方が不明である旨

（4）主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨

（5）主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

（6）原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）第15条第3項の規定による、避

　　難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の玄橡地域であるため避難

　　又は退避を行っている旨

（7）原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難

　　準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨

（8）特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原

　　子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20mSvを超えると推定され

　　るとして特定した住居をいう。）に居住しているため、避難を行っている旨

2　前項の場合において、乙は、被災被保険者から自己負担金を徴収しないことについて、受

　診券に記載するなどの方法により、健診実施機関に周知するものとする。

※乙が自己負担金を徴収していない場合は不要

（委託料）

第8条　甲は、委託業務に係る委託料を乙に支払うものとし、その金額については、甲乙協議

　の上、別表の1人当たり単価の欄に掲げるとおりとする。

2　甲は、前項の支払業務をOO県内市町村に委託することができる。

（委託料の請求）

第9条　乙から甲又は00県内市町村に対する委託料の請求は、0000（健診結果、市町村別

　実施一覧表等）を添付して行うものとする。

2　前項の請求は、0000（毎月末日、年度末等）締め切りで行うものとする。

（委託料の支払い）

第10条　甲又はOO県内市町村は、乙から委託料の請求があった場合は、その内容を点検し、
　　ロ
　適当と認めたときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。

2　甲又は○○県内市町村の点検の結果、その内容について問題がある場合は、乙に返戻を行

　うものとする。

3　乙は、前項の返戻を受けた場合において、必要な措置を講じたうえで再度第1項の方法に

　より請求を行うことができる。

（問題がある場合の取扱い）

第11条　健診実施機関において、受診券及び被保険者証による確認をせずに甲の被保険者でな

　い者に健康診査を実施した場合は、乙の責任・負担とし、甲から委託料は支払われないもの

　とする。

2　被災被保険者が受診券の発行を受けた後、甲の被保険者資格を喪失したにもかかわらず受

診した場合は、甲の責任・負担とし、甲は委託料を乙に支払うものとする。ただし、乙の被

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一2一



保険者資格を取得した場合は、甲又は○○県内市町村から委託料は支払われないものとする。

（個人情報の保護〉

第12条　乙が委託業務を実施するに当たっては、健康診査の記録の漏洩を防止すると共に、実

　施担当者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、別紙個人情報取扱注意事

　項や「医療・介護関係事業者における個人情報の取扱いのためのガイドライン」及び各都道

　府県において定める個人情報の取扱に係る条例等に基づき、必要な個人情報保護対策を講じ、

　上記の事項やガイドライン等を遵守するものとする。

（協　議）

第13条この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って協議

　の上決定するものとする。

　甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1

通を保有するものとする。

平成　　年　　月 日

委託者（甲）

　　　OO県後期高齢者医療広域連合

　　　○○県00市OOO
　　　広域連合長　O　O　O　O

受託者（乙）

　　　△△県後期高齢者医療広域連合

　　　△△県△△市△△△

　　　広域連合長　△△　△△
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別表（第8条関係）

委託料　単価　表

区 分
1人当たり単価

個別健診 集団健診

基本的な健診の項目

・質問項目

・身体計測

・理学的所見

・血圧測定
○，○○○円

i○，OOO円）
0，000円
i○，OOO円）

・脂質検査

・肝機能検査

・血糖検査（ヘモグロビンAlc）

・尿検査（尿糖、 尿蛋白）

貧血検査 O，000円
i○，000円）

○，000円
i○，000円）

詳細な健診の項目

i医師の判断による追加

�目）

心電図検査 O，000円
iO，OOO円）

○，000円
iO，OOO円）

眼底検査 ○，000円
i0，000円）

○，000円
iO，000円）

※　（ ）内は自己負担金を免除した場合の委託料単価
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別紙（第12条関係）

個人情報取扱注意事項

1　基本的事項

　　乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人

の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。

2　秘密の保持

　　乙は、この契約による業務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせて

はならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3　収集の制限

（1）　乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、業務の目的を

　明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段

　　により行わなければならない。

（2）　乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、甲又は本人から

　収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。

4　利用及び提供の制限

　　乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利

用し、又は健康診査を委託する医療機関以外の第三者に提供してはならない。

5　適正管理

　　乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損の防止その他

の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

6　資料等の返還等

　　乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若

　しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡

すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

7　従事者への周知

　　乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その

業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外

の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものと

する。

8　実地調査
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　甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱ってい

る個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。

9　事故報告

　　乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速

やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
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別紙3

（集合契約で使用する委任状例）

平成　　年　　月 日

委　任　状

（委任者）　住所　：OO県OO市OO

氏名　：○○市

市長　○　0　0　0 印

私は下記の者を代理人として、次の事項についての権限を委任致します。

　△△県後期高齢者医療広域連合及び同広域連合の構成員である市町村との、

東日本大震災により一時的に△△県に居住しているOO県内の後期高齢者医療

制度の被保険者への健康診査の実施に関する委託契約を締結すること

記

（代理人）　住所　．OO県OO市OO

氏名　：OO県後期高齢者医療広域連合

広域連合長　0　0　0　0



別紙3（再委託契約書例）

業務再委託契約書（1一（1）、1一（2）で避難先広域連合が市町村に委託）

　△△県後期高齢者医療広域連合（以下「甲」という。）と口口市（以下「乙」という。）は、

OO県後期高齢者医療広域連合（以下「OO県広域連合」という。）から受託した健康診査業務

について、甲と○○県広域連合が締結した平成OO年00月00日付け委託契約書（以下「原

契約」という。）に従い、甲が乙に原契約に基づく委託業務の一部を再委託することについて、

次のとおり合意し、再委託契約書（以下r本契約」という。）を締結する。

（業務の内容）

第1条　甲は、原契約のうち、次に掲げる業務（以下「委託業務」という。）の実施を乙に委

　託し、乙は本契約の定めるところに従い、これを履行することを受託する。

　（1）00県広域連合の被保険者に対して受診券を発行し、健康診査を実施すること。

　（2）健康診査の結果を受診者に通知すること。

　（3）健診実施機関に健診費用の支払いを行うこと。

（委託期間）

第2条　この契約の有効期間は、平成0年○月0日から平成0年0月0目までとする。

（再委託）

第3条　　乙は、委託業務のうち、健康診査の実施及び健康診査の結果の受診者への通知を、健

　診実施機関に再委託することができる。

（健康診査の内容）

第4条　健康診査の内容は、乙が甲から委託（補助）を受けて実施している甲の被保険者に対

　する健康診査の項目と同一とする。

（健診結果の送付）

第5条　乙は、健診実施機関から健康診査の結果の報告を受けた場合には、速やかに甲に送付

　するものとする。

（委託料）

第6条　甲は、委託業務に係る委託料を乙に支払うものとし、その単価については、乙が甲か

　ら委託（補助）を受けて実施している甲の被保険者に対する健康診査の単価に000円を加え

　た額とする。

（委託料の請求）

第7条　乙から甲に対する委託料の請求は、0000（支払いを証する書類、支出明細書等）

　を添付して行うものとする。



（委託料の支払い）

第8条　甲は、乙から委託料の請求があった場合は、その内容を点検し、適当と認めたときは、

　請求を受けた日から30日以内に委託料を支払うものとする。

（個人情報の保護）

第9条　乙は、委託業務を行うため個人情報を取り扱うにあたっては、乙の個人情報の取り扱

　いに係る条例等によるものとする。

（協　議）

第10条　この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って協議

　の上決定するものとする。

　甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1

通を保有するものとする。

平成　　年　　月 日

委託者（甲）

　　　△△県後期高齢者医療広域連合

　　　△△県△△市△△△

　　　広域連合長　△△　△△

受託者（乙）

　　　ロロ市

　　　△△県□□市日口口

　　　市長　ロロ　ロロ



別紙3←一部委託契約書例）

業務委託契約書（1・（2）、2・（2）、3・（2）で被災地広域連合が市町村に委託）

　00県後期高齢者医療広域連合（以下「甲」という。）と口口市（以下「乙」という。）は、

△△県後期高齢者医療広域連合（以下「△△県広域連合」という。）に委託した健康診査業務に

ついて、甲と△△県広域連合が締結した平成○○年OO月00目付け委託契約書（以下「原契

約」という。）に従い、甲が乙に原契約に基づく業務の一部を委託することについて、次のとお

り合意し、委託契約書（以下「本契約」という。）を締結する。

（業務の内容）

第1条　　甲は、原契約のうち、次に掲げる業務（以下「委託業務」という。）の実施を乙に委

　託し、乙は本契約の定めるところに従い、これを履行することを受託する。

　（1）甲の被保険者から△△県での健康診査の受診希望の申し出を受け、△△県広域連合が

　　　委託業務を実施するために必要な情報を提供すること。

　（2）△△県広域連合から健康診査の結果の報告を受けること。

　（3）△△県広域連合から委託料の請求を受け、これを支払うこと。

（委託期間）

第2条　この契約の有効期間は、平成O年O月0日から平成○年0月○目までとする。

（再委託の禁止）

第3条　　乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。

（健診結果の送付）

第4条　乙は、△△県広域連合から健康診査の結果の報告を受けた場合には、速やかに甲に送

　付するものとする。

（委託料）

第5条　乙は、△△県広域連合から委託料の請求を受け、これを支払った場合には、甲に対し

　て支払額の請求を行い、甲はこれを支払うものとする。

（委託料の請求）

第6条乙から甲に対する委託料の請求は、OOOO（支払いを証する書類、支出明細書等）

　を添付して行うものとする。

（委託料の支払い）

第7条　甲は、乙から委託料の請求があった場合は、その内容を点検し、適当と認めたときは、

　請求を受けた日から30目以内に委託料を支払うものとする。



（個人情報の保護）

第8条　乙は、委託業務を行うため個人情報を取り扱うにあたっては、乙の個人情報の取り扱

　いに係る条例等によるものとする。

（協　議）

第9条　この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って協議

　の上決定するものとする。

　甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1

通を保有するものとする。

平成　　年　　月 日

委託者（甲）

　　　00県後期高齢者医療広域連合

　　　00県OO市OOO
　　　広域連合長　O　O　O　O

受託者（乙）

　　　口口市

　　　00県□□市□口口

　　　市長　ロロ　臼□



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙4（受診券例）

　　　　　　　　後期高齢者健康診査受診券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日　交付

受診者の氏名　　　　OOOO　OOOO

　　　　　性別　　　　男性（女性）

　　　　　生年月日　　昭和OO年OO月OO日

受診券整理番号　　　　0001

有効期限　　　　　　　平成23年OO月OO日

健診内容　　　　　　　後期高齢者医療健康診査

窓口での自己負担　　　500円（無料）

委託保険者の名称　　　　00県後期高齢者医療広域連合

被保険者番号　　　　　　01234567

受託保険者の名称　　　　△△県後期高齢者医療広域連合

　　　　　所在地　　　△△県△△市△△町△△

　　　　　電話番号　　△△△△（△△）△△△△

　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏面の注意事項をお読みください



注　意　事　項

1　この健康診査は、あなたが加入している00県後期高齢者医療広域連合か

　らの委託を受けて、△△県後期高齢者医療広域連合が実施するものです。

2　健康診査を受診するときには、この受診券と被保険者証を健診実施機関の

窓口に提出してください。

3　健康診査は受診券に記載してある有効期限内に受診してください。

4　健康診査受診結果は、受診者本人に対して通知するとともに、△△県後期

　高齢者医療広域連合を通じて○○県後期高齢者医療広域連合に送付し、保存

　されますので、ご了承の上、受診願います。

5　健康診査を受診される前に、○○県後期高齢者医療被保険者の資格が無く

なったときや、居所を△△市から移した場合は、この受診券を△△市に返還

　してください。

6　この券の記載事項や現在の居所に変更があった場合には、すぐに下記まで

　申し出てください。

【問い合わせ先】

△△県後期高齢者医療広域連合

　所在地　　△△県△△市△△町△△

　電話番号　△△△△（△△）△△△△

　　住所

（健診結果送付用）

〒OOO一〇〇〇〇

□□県□□市□□町□□




